
第  号議案

神戸市立図書館条例の一部を改正する条例の件  

神戸市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和６年５月９日提出

神戸市長 久   元   喜   造

  神戸市立図書館条例の一部を改正する条例

 神戸市立図書館条例（昭和 25年 10月条例第 206号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 図書館の名称及び位置は、次

のとおりとする。

第２条 図書館の名称及び位置は、次

のとおりとする。

名称 位置

［略］ ［略］

神 戸 市 立 垂

水図書館 

神 戸 市 垂 水 区 日向１

丁目４番２号

［略］ ［略］

名称 位置

［略］ ［略］

神 戸 市 立 垂

水図書館 

神戸市垂水区日向 １

丁目５番１号

［略］ ［略］

（駐輪場の利用料金）

第４条 図書館（神戸市立垂水図書館

に 限 る 。） の 駐 輪 場 の 利 用 に 係 る 料

金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。） を
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指 定 管 理 者 の 収 入 と し て 収 受 さ せ

る。 

２  前項の駐輪場を使用する者は、別

表に定める額の範囲内においてあら

かじめ市長の承認を得て指定管理者

が定める額の利用料金を指定管理者

に支払わなければならない。 

 

３  市 長 は 、 前 項 の 承 認 を し た と き

は、その旨及び当該利用料金の額を

公表するものとする。  

 

４  指定管理者は、市長の承認を得て

定める基準により、利用料金の全部

若しくは一部を返還し、又は利用料

金を減額し、若しくは免除すること

ができる。 

 

５  市長は、必要があると認めるとき

は、指定管理者から利用料金の一部

を納付金として徴収することができ

る。 

 

第５条～第８条 ［略］ 

 （指定管理者の指定等） 

第９条 ［略］ 

２  ［略］ 

３  指定管理者に第１項の業務を行わ

せている場合における 第５条及び第

６ 条 第 ６ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は、これらの規定中「市長」とある

の は 、「 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指

第４条～第７条 ［略］ 

 （指定管理者の指定等） 

第８条 ［略］ 

２  ［略］ 

３  指定管理者に第１項の業務を行わ

せている場合における 第４条及び第

５ 条 第 ６ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は、これらの規定中「市長」とある

の は 、「 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指
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定管理者」とする。 

第 10条  ［略］ 

定管理者」とする。  

第９条 ［略］ 

附  則  

 （施行期日等） 

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行

し 、 昭 和 25年 ７ 月 30日 か ら 適 用 す

る。 

（指定管理者不在等期間の使用料） 

２  市長は、市長が指定管理者の指定

を取り消し、指定管理者が解散し、

その他指定管理者がいなくなった場

合又は市長が指定管理者の業務の停

止 を 命 じ た 場 合 は 、 そ の 時 （ 以 下

「 指 定 管 理 者 不 在 等 開 始 時 」 と い

う 。） か ら そ の 直 後 に 指 定 管 理 者 を

指定し、又は当該停止の期間が終了

する時までの間においては、指定管

理者不在等開始時の直前の第４条第

２項の承認に係る利用料金の額を使

用料として、使用者から徴収するこ

とができる。 

附  則  

この条例は、公布の日から施行し、

昭和25年７月 30日から適用する。 

この条例施行の際、現に神戸市生田

区楠町７丁目２番地にある神戸市立図

書館は、この条例によつて設置された

ものとみなす。 

３  前項の使用料は、指定管理者不在 

等開始時の直前の第４条第４項の基

準 に よ り 全 部 若 し く は 一 部 を 返 還

し、又は減額若しくは免除をするこ

とができる。 

 

別表（第４条関係） 

区分 金額 

自転車 １日１回につき 100円  
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附 則  

（施行期日） 

１  この条例は、令和７年５月31日から起算して４月を超えない範囲内において

規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２  この条例による改正後の神戸市立図書館条例（以下この項において「新条

例」という。）を施行するために必要な神戸市立垂水図書館に係る指定管理者

の指定その他の準備行為は、施行日前においても、新条例の例によりすること

ができる。 

 

理     由  

神戸市立垂水図書館を移転 し、移転後の神戸市立垂水図書館において 利用料

金を徴収する駐輪場を設けるに当たり、条例を改正する必要があるため。  
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